検　証　の　視　点　


★自治基本条例の理念、基本原則は守られているか？
自治の基本理念
　　　①お互いに個人として尊重されること

　　　　②自らの意思と責任に基づいて主体的に行動すること

自治の基本原則
　　　　①人権の尊重　　
　　　　　　②情報の共有　　　
　　　　　　③市政に参画する機会の保障　　
 　　 　　 ④協働のまちづくり　
　　 　   ⑤自主的な自治活動の尊重

★市民、議会、市は役割と責任を果たしているか？
　　　市　　　　民
　　　　【市民の責任】 ・自治の主体であることを自覚し、お互いに尊重しあい、協働による自治の
進展に努める。　
　　　　　　　　　　　 ・行動や発言に責任を持って市政に参画する。　　　
　　　　　　　　　　　 ・行政サービスに伴う負担は、みんなで分かちあう。　

議　　　　会　
　　　　　　【議会の役割】 ・条例の制定、改廃や予算などを審議し、議決する。　
　　　　　　　　　　　 ・市民の意思がいかされ、市政運営が正しく行われているかを監視する。　　　
　　　　【議会の責任】 ・会議の公開など開かれた議会運営に努める。

　　　　　　　　　　　 ・議会の権限や責任など基本的な事項を定め、議会の役割を明確にするように努める。　

       【議員の責任】  ・議会活動の情報や市政の状況などを市民に説明するよう努める。
　　　　　　　　　　　 ・市政に関する調査権や議案の提出権などを積極的に活用するよう努める。　　　
　　　　
市(市長や他の執行機関、職員)
        【市長の責任】 ・市の代表者として市政の基本方針を毎年明らかにし、公正で議決する誠実な職務を行う。　
　　　　　　　　　　　 ・市民の意向を正しく判断し、市政の課題に対処したまちづくりを進める。　　　
　　　　　　　　　　　 ・職員の能力を評価して適正に配置し、人材の育成を図る。　

       【他の執行機関の責任】…教育委員会、選挙管理委員会など

  　　　　　　　　　　 ・市の代表者として市政の基本方針を毎年明らかにし、公正で誠実に職務を行う。　
【職員の責任】 ・市民の立場にたって、公正、誠実で効率的な職務を行う。　
　　　　　　　　　　　 ・職務に当たっては、法律や条例、規則などを守る。　　　
　　　　　　　　　　　 ・必要な知識や能力を身につけ、自己啓発と創意工夫に努める。　

★自治確立のための取りくみは機能しているか？
　・コミュニティ活動と市民公益活動を支援する。　
　　　①コミュニティ活動の役割を尊重し、適切な施策を講じる。　
　　　②市民公益活動を尊重し、活動促進のための施策を講じる。　　
　・協働のまちづくりを進める。　
　・市民との情報共有に努める。　
　　　①市政情報を積極的に公開する。　
　　　②個人情報を保護するとともに、個人情報の開示請求に適切に対応する。　
　・市民参画を進める。

①様々な制度や施策により市民参画の機会を保障する。
　　　②参画しないことによって不利益を受けることのないよう配慮する。

　　　③市民生活に重大な影響を及ぼすような計画策定や条例の制定などの際は市民に意見を求める。　　

　　　④審議会など委員選任の際は、原則として公募委員を募る。　
　　　⑤審議会など会議や議事録は、原則として公開する。　

　　　⑥市政に関する重要事項について住民投票を実施することができる。　
　・市民参画や協働を円滑に進め、市民自治の進展を図るために自治推進委員会を設置する。

· 市政運営において条例の規定を守られているか？
①行政処分に関する手続きを定めて、市民の利益や権利を保護する。

　　　②政策立案、実施及び評価の過程においてその内容を説明し、市民意見に対しては速やかに回答・公表する。　

　　　③総合計画を策定し、進行管理し、必要に応じて見直しを図る。　

　　　④市民にわかりやすく効率的に市の組織を編制し、常に見直しするよう努める。　

　　　⑤健全な財政運営に努め、年2回以上財政状況を公表する。　
⑥出資法人に健全運営のための指導や助言を行う。

　　　⑦行政評価を行い施策を見直すとともに、実施に当たっては市民参画に努め、結果を公表する。　　

　　　⑧公平・公正で効率的な行政運営のために外部監査人による監査を実施する。　

　　　⑨国や県と適切な役割分担により、自立した地方自治の確立に努める。　

　　　⑩他の地方公共団体などと連携・協力し、広域的な課題解決に努める。　
· その他

　　　・市政に関する最高規範であることを踏まえ、この条例の理念に則り市政運営や制度整備し、条例や規則等の体系化を図る。　
　　　・施行後5年を超えない期間ごとに、条例の理念に適合しているか検討、見直しをする。
　に　点数を入れてください。　　　　


　　　　　　　　　　0点・・・遅れている


　　　　　　　　　　1点・・・普通である


　2点・・・進んでいる





第2回自治推進委員会


平成22年8月19日（木）


【資料④】








3

